
道路で遊ぶのは大変危険です‼

また、道路遊びは、車両の交通の妨げ
や騒音など周囲の迷惑となります。

道路は公共の場所であり、自動車やバ
イク、自転車や人が通る場所であって、
遊び場ではありません。

～ 保護者の皆様へ ～
お子さまが、交通ルールを守り、道路において

安全な行動をとることができるようになるために、
保護者がお手本となっていただき、日頃からご家
庭において、交通ルールの説明や交通安全に対す
る声かけをお願いいたします。
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